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SDGｓと環境をめぐる課題と海外の動き

⚫ 地球の変化に関する各項目について、人間が安全に活動できる範囲内にとどまれば、人間社会は発展し繁栄できる
が、境界を越えることがあれば、人間が依存する自然資源に対して回復不可能な変化が引き起こされる。

⚫ ９つの環境要素のうち、種の絶滅と窒素・リンの循環については、不確実性の領域を超えて高リスクの領域にあり、
また、気候変動と土地利用変化については、リスクが増大する不確実性の領域に達している。

【地球の限界（プラネタリー・バウンダリー）】

出典:Stockholm Resilience Centre 
(illustrated by Johan Rockstorm and 
Pavan Sukhdev, 2016)に環境省が加筆
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SDGｓと環境をめぐる課題と海外の動き

⚫ SDGｓの17のゴールを階層化したとき、自然資本※は他のゴールの土台となる。自然資本から生み出される様々な
ものを活かすことで、私たちの社会は成り立っており、自然資本を持続可能なものとしなければ、他のゴールの達
成は望めない。

※自然資本（ナチュラルキャピタル）：自然環境を国民の生活や企業の経営基盤を支える重要な資本の一つとして捉
える考え方。森林、土壌、水、大気、生物資源など、自然によって形成される資本のこと。

【自然資本とSDGｓ（持続可能な開発目標）】

Social Capital  
社会資本

パートナーシップ

経済

社会

⽣物圏
Natural Capital

⾃然資本

出典:Stockholm Resilience Centre (illustrated by Johan Rockstorm and Pavan Sukhdev, 2016)に加筆
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SDGｓと環境をめぐる課題と海外の動き

⚫ 各国・地域が、食と生物多様性に関わる戦略を策定。EU,米国では具体的な数値目標を提示。

【各国の環境政策】

EU

「ファーム to フォーク(農場から食卓まで)戦略」

欧州委員会は、2020年５月に本戦略を公表し、欧州

の持続的な食料システムへの包括的なアプローチを

示している。

今後、二国間貿易協定にサステナブル条項を入れ

る等、国際交渉を通じてEUフードシステムをグローバ

ル・スタンダードとすることを目指している。

・次の数値目標（目標年:2030年）を設定。

•農薬の使用及びリスクの50%削減

•一人当たりの食品廃棄物を50%削減

•肥料の使用を少なくとも20%削減

•家畜及び養殖に使用される抗菌剤販売の50%削減

•有機農業に利用される農地を少なくとも25%に到達

等

米国（農務省）

「農業イノベーションアジェンダ」

米国農務省は、2020年２月にアジェンダを公表し、

2050年までの農業生産量の40%増加と環境フットプリ

ント50%削減の同時達成を目標に掲げた。さらに技術

開発を主軸に以下の目標を設定。

•2030年までに食品ロスと食品廃棄物を50%削減

•2050年までに土壌健全性と農業における炭素貯留

を強化し、農業部門のカーボンフットプリントを純減

•2050年までに水への栄養流出を30%削減

等

バイデン米国次期大統領のマニフェスト（農業と環境部分）

民主党の次期大統領のバイデン氏のマニフェストには、
米国のパリ協定への再加入のほか、農家のために機能する
貿易政策の追求等と並行して、地域の食料システムの開発
促進とバイオ燃料により排出量ゼロを達成するため、農家と
連携し、農家の新たな収入源とする旨が書かれている。
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⚫ 畜産物の需要は堅調に推移。全国的には生産基盤の縮小に歯止めがかかりつつあるものの、需要の伸びに国内生産
だけでは対応できない状況。このため、生産基盤を強化するため、肉用牛・酪農の増頭・増産に取り組んでいると
ころ。

畜産物の国内生産を巡る状況

【国内外での畜産物需要】
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⚫ 世界のGHG排出量は、490億トン（CO２換算）であり、このうち、農業・林業・その他土地利用の排出は世界の排
出全体の1/4。（2010年）

⚫ 日本の排出量は12.4億トンであり、このうち、農林水産分野は5,001万トンと全排出量の4%。（2018年度）
⚫ 畜産業からは、主に家畜排せつ物管理に由来するCH4（メタン）及びN20（一酸化二窒素）、消化管内発酵に由来す

るCH4といったGHGを排出。我が国では、GHG総排出量の約１％（農林水産分野の約1/3）が畜産業由来である。

畜産物の国内生産を巡る状況

【我が国におけるの農林水産分野の温室効果ガス（GHG）の排出】

○ 我が国の農林水産分野のＧＨＧ排出量（2018年度）
（CO2換算）

○ 世界の経済部門別のGHG排出量（2010年）
（CO2換算）

2018年度
総排出量
5,001万t-CO₂

二酸化炭素
1,717万t-CO₂
（34%）

一酸化二窒素
932万t-CO₂
（19%）

メタン
2,335万t-CO₂
（47%）

家畜排せつ物
管理由来N2O

392万t-CO₂

（８％）

家畜排せつ物
管理由来CH4

232万t-CO₂

（５％）

家畜消化管内
発酵由来CH4

747万t-CO₂

（15％）

稲作由来メタン
1,356万t-CO₂

（27%）

燃料燃焼由来
二酸化炭素

1,668万t-CO₂

（33%）

石灰・尿素施用由来
二酸化炭素
49万t-CO₂

（１%）

農地の土壌由来
一酸化二窒素
541万t-CO₂

（11%）農業･林業･
その他の土地利用

(AFOLU)24%

出典：IPCC AR5 第3作業部会報告書 図 SPM.2

＊温室効果は、CO2に比べメタンで25倍、N2Oでは298倍。
データ出典：温室効果ガスインベントリオフィス（GIO） ５



⚫ 畜産を中心とした資源循環の環が適切に回らないと、水質汚濁、悪臭、地球温暖化等の環境負荷の増大の原因にな
り得る。

⚫ 家畜排せつ物を適切に堆肥化し、これを自給飼料生産を始めとした農畜産物の生産のために農地還元することなど
が資源循環のためには重要である。また、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出削減に関しては、既存の技
術の効果を検証し、生産現場に実装する他、更なる排出削減を可能とする技術の開発が求められている。

畜産物の国内生産を巡る状況

【畜産のもたらす環境負荷】

有機物、窒素、リン、
病原性微生物等

メタン、一酸化二窒素、
アンモニア

アンモニア、低級脂肪酸等
悪臭問題

水質汚濁

地球温暖化環境負荷

飼料作物への
窒素固定

６

パン屑 規格外農産物売れ残り弁当



畜産物の国内生産を巡る状況
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我が国の畜産物生産の特徴

【国土に占める農用地面積】

(万ha)
(%)

農用地割合

非農用地割合

⚫ 我が国の国土面積は3,780万haであり、欧州諸国と比較すると少なくはないが、農用地割合は低い。
⚫ 我が国の農用地では永年採草地はほとんどみられないが、EU全体、米国では国土面積の約３割を占めている。

日本の状況
国土面積:3,780万ha
農用地面積:444万ha

90000

○ 各国の国土と農用地面積 ○ 各国の国土に占める農用地面積の割合

永年採草地

出典：FAO資料 ８



我が国の畜産物生産の特徴

【家畜の飼養頭数】

⚫ 牛（乳用、肉用いずれも含む）の飼養頭数は、我が国は横ばいにあり、米国は増加傾向。EUでは減少傾向。
⚫ 豚の飼養頭数は、我が国はやや減少傾向にあり、米国は増加傾向、EUはほぼ横ばい。

平成
27年

28年 29年 30年 31年

日本 3,860 3,824 3,822 3,842 3,835

米国 89,800 91,918 93,585 94,298 94,805

EU 89,119 89,504 88,797 87,450 86,598

デンマーク 1,566 1,554 1,558 1,530 1,500

ドイツ 12,635 12,467 12,281 11,949 11,640

スペイン 6,183 6,318 6,466 6,511 6,600

フランス 19,387 19,373 18,954 18,613 18,151

イタリア 6,156 6,315 6,350 6,311 6,377

オランダ 4,315 4,294 4,030 3,690 3,721

平成
27年

28年 29年 30年 31年

日本 - 9,313 9,346 9,189 9,156

米国 68,919 71,525 73,695 74,915 77,629

EU 148,716 147,188 150,257 148,167 147,848

デンマーク 12,702 12,281 12,832 12,642 12,728

ドイツ 27,652 27,376 27,578 26,445 26,053

スペイン 28,367 29,232 29,971 30,804 31,246

フランス 13,307 12,791 13,353 13,713 13,510

イタリア 8,675 8,478 8,571 8,492 8,510

オランダ 12,453 11,881 12,296 11,909 11,921

資料：畜産統計、eurostat、USDA：「Cattle」、「Farms, Land in Farms, and Livestock Operations」等に基づき作成

○ 各国における牛の飼養動向 ○ 各国における豚の飼養動向
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我が国の畜産物生産の特徴

⚫ 我が国においては、廃棄物処理法、家畜排せつ物法、水質汚濁防止法、悪臭防止法等による規制が行われており、
有害物質の暫定排水基準値の引き下げ等による段階的な規制強化が図られている。

⚫ EUでは、水質汚染を背景に、環境問題に取り組んできており、近年では環境負荷軽減を図るために飼養頭数の削減
などの措置を行う国（例:オランダ）も出ている。

【環境問題への取組】

● 家畜排せつ物法
家畜排せつ物の管理の適正化について、畜産業を営む者

（小規模農家を除く）は、国が策定する管理基準を遵守するこ
とを義務付け、指導・助言等は都道府県が実施。

※家畜排せつ物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物
処理法）」に基づき、事業者である畜産農家が、自らの責任において適
正に処理しなければならないとされている。

● 水質汚濁防止法
公共用水域の汚染を防止するため、水質汚濁防止法等の

関係法令は、一定規模以上の家畜飼養の届出や排出水の水
質規制の遵守を義務化。畜産業に関して、一部の物質につい
て、期限を定めて暫定排水基準が設けられている。

● 悪臭防止法

事業場から発生する臭気は、事業場の規模に関わらず、悪

臭防止法により規制。具体的な規制地域や規制方法、規制

基準は、知事や市町村長が設定（平成30年度末で、全市町村

のうち、73.9%で規制地域を設定）

○ 日本の環境関係法令

● 他の加盟国同様、EUが定めた「硝酸塩指令」等の環境規
制に従い、環境政策がとられている。

● 家畜排せつ物を農地に施用できる量や期間等が決めら
れており、自ら所有する農地に施用できる量を上回る家畜
排せつ物（余剰排せつ物）が発生した場合、余剰排せつ物
の一部に輸出を前提とした加工が義務づけられている。
（年間発生量の約８％が肥料として輸出）

● 環境対策として、酪農では2016年から2017年にかけて、
飼養頭数削減、営農中止等が求められた結果、飼養頭数
の１割強が淘汰され、約600戸が営農を中止。

● 2019年11月から、悪臭軽減を目的に、地域や住宅からの
距離等一定の条件を満たす養豚生産者に対して、廃業補
助金を出すことで廃業を支援する措置を実施。

○ オランダにおける環境問題への取組

農畜産業振興機構「畜産の情報」より抜粋
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我が国の畜産物生産の特徴

【たい肥の偏在化、増頭に伴う水・土壌等への環境負荷の増大】

⚫ 家畜排せつ物の発生量の耕地面積１ヘクタール当たりの負荷は、都道府県間で大きな差があり、堆肥の供給量に過
剰感がある地域と不足している地域がある。

⚫ 本年３月に策定した酪農及び肉用牛の近代化を図るための基本方針では、令和12年度には牛の飼養頭数を平成30
年度と比較して1.13倍に増やす目標としていることから、増頭に伴う環境負荷の増大を抑制することが必要。

⚫ 環境負荷の軽減に向けて、従来から行っている家畜排せつ物の適正管理に加え、特に家畜が集中している地域にお
いては、自給飼料生産の拡大や、耕種農家のニーズにあった良質堆肥の生産・利用やその広域流通が重要である。

○ 家畜排せつ物発生量の耕地面積１ヘク
タール当たりの負荷 （窒素ベース）

資料：畜産統計、耕地及び作付面積統計（平成26年）
等に基づき畜産振興課が作成。

注) 畜舎内等での窒素揮散量を考慮した数値である。

～50kg 窒素/ha

50～100

100～150

150～200

200～250

250～

※ 全国平均は、約100kg 窒素/ha

地域
現状（平成30年度） 目標（令和12年度）

乳用牛 肉用牛 合計 乳用牛 肉用牛 合計

全国 133.0 250.9 383.9 132.4 303.1 435.5

北海
道 79.6 51.9 131.5 77.2 ～ 85.4 55.1 ～ 60.9 132.3 ～ 145.3

都府
県 53.4 199.0 252.4 47.0 ～ 55.2 232.9 ～ 257.4 279.9 ～ 312.6

東
北 9.9 33.0 42.9 9.0 ～ 9.9 38.9 ～ 43.0 47.9 ～ 52.9

関
東 18.8 29.3 48.1 17.1 ～ 18.9 32.1 ～ 35.4 49.2 ～ 54.3

北
陸 1.3 2.1 3.4 1.2 ～ 1.3 2.5 ～ 2.8 3.7 ～ 4.1

東
海 3.6 10.1 13.7 3.3 ～ 3.6 10.8 ～ 12.0 14.1 ～ 15.6

近
畿 2.5 8.5 11.0 2.2 ～ 2.5 9.7 ～ 10.8 11.9 ～ 13.3

中
四
国

6.3 17.8 24.1 5.7 ～ 6.3 19.5 ～ 21.5 25.2 ～ 27.8

九
州 11.0 98.1 109.1 10.0 ～ 11.1 119.3 ～ 131.9 129.3 ～ 143.0

○ 酪肉近における乳用牛及び肉用牛の増頭目標
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我が国の畜産物生産の特徴

【我が国の飼料自給率の現状と目標】

⚫ 令和元年度（概算）の飼料自給率（全体）は25％。このうち、粗飼料自給率は77％、濃厚飼料自給率は12％。
⚫ 飼料を完全に自給することは、農地面積の制約から、現状の技術では困難。
⚫ 農林水産省では、飼料自給率について、粗飼料においては草地の生産性向上、飼料生産組織の高効率化等を中心に、

濃厚飼料においてはエコフィードの利用や飼料用米作付の拡大等により向上を図り、飼料全体で34％（令和12年
度）を目標としている。

［計2,416万㌧］

※デンプン質が多く使いやすい
とうもろこしが約5割 を占める。

上段：使用数量(万トン)
下段：割合(％)

とうもろこし

1,177 
49%

こうりゃん

42 
2%

その他穀類

238 
10%

大豆油かす

302 
13%

その他油

かす

130 
5%

糟糠類

283 
12%

動物性飼料

72 
3%

豆類

10 
0% その他

162 
7%

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ H２９ H３０
R1

（概算）

全 体 25% 26% 26% 26% 27% 28% 27% 26% 25% 25%

粗 飼 料 78% 77% 76% 77% 78% 79% 78% 78% 76% 77%

濃 厚 飼 料 11% 12% 12% 12% 14% 14% 14% 13% 12% 12%

輸入８８％

国産１２％

輸入８５％

国産１５％

濃厚飼料

飼料全体 ２５％ ３４％

粗飼料

○乾草
○サイレージ

牧草、青刈りとうも
ろこし、稲発酵粗飼
料（稲WCS）

○放牧利用
○稲わら
○野草（林間地等）

国産

１００％

輸入２３％

国産

７７％

○穀類
（とうもろこし、飼料用米等）

○エコフィード
（パンくず、豆腐粕等）

○糠・粕類
（フスマ、ビートパルプ、

大豆油粕、菜種油粕等）

○その他
（動物性飼料、油脂等）

輸入とうもろこしを
国内で⽣産する場合
に必要となる農地面
積は約200万ha。
（日本の農地面積の
約４割）

○ 近年の飼料自給率の推移

○ 配合・混合飼料の原料使用量（令和元年度）

○ 飼料自給率の現状と目標
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我が国の畜産物生産の特徴

⚫ 我が国の飼料作付面積は、平成19年まで減少傾向で推移していたが、配合飼料価格の高騰を踏まえた関係者一体と
なった飼料増産により、飼料用米や稲発酵粗飼料の作付拡大等から29年頃までは拡大傾向で推移。令和元年は、飼
料用米の作付減少等により約１％減少し、96.2万ha。

⚫ 自給飼料生産コストは、燃料費や肥料費、為替等の影響により、年により変動があるが、輸入粗飼料と比較してコ
スト面で優位。

【飼料作物の作付面積等】

○ 自給飼料生産コストと購入飼料価格の推移 （単位：円/TDNkg）

Ｈ2年 7 Ｈ12年度 17 22 25 26 27 28 29 30

全国 76 66 62 57 59 61 66 63 60
北海道 75 58 60 58 60 57 62 61 57
都府県 83 80 60 54 57 74 76 72 68

（物財費ベース） 全国 76 64 65 64 66 64 68 65 73
北海道 65 55 61 61 62 61 64 62 69
都府県 94 76 74 77 80 78 85 78 88

Ｈ2年 7 12 17 22 25 26 27 28 29 30

ヘイキューブ 91 76 77 90 87 108 131 130 107 117 121
乾牧草 119 86 70 73 86 103 109 112 95 103 102
稲わら 135 105 98 113 92 108 120 118 106 114 108

配合飼料価格 74 58 63 66 72 83 84 81 79 80 84
為替レート（円/ドル） 145 94 108 110 88 98 106 121 109 112 110為替レート（円/ドル）

輸入粗飼料価格 輸入粗飼料価格

ヘイキューブ

乾牧草

稲わら

配合飼料価格

75

北海道 69 72

ｻｲﾚｰｼﾞ
都府県 86 84

自給飼料生産コスト 自給飼料生産コスト

乾牧草

自給
牧草

全国 73

資料：「自給飼料生産コスト」、「配合飼料価格」は、農林水産省「畜産物生産費」、「日本標準飼料成分表」
から算出。「輸入粗飼料価格」は、農家段階の価格で農林水産省生産局調べ。

注１：「自給飼料生産コスト」は、飼料生産に係る物財費、労働費及び地代を合計した値であり、物財費とは材
料費、固定材費及び草地費を合計した値。

２：自給飼料生産コストに関し、「平成２年」及び「７年」は各年、「12年度」以降は各年度の値。
３：自給飼料生産コストに関し、平成29年度より畜産物生産費統計の調査項目の変更に伴い、自給生産コスト

の算出方法を変更したため、28年度以前とのデータの連続性はない。
４：「自給飼料生産コスト」及び「輸入粗飼料価格」は、１TDNkgあたりに換算したもの。
５：「為替レート」は、東京外国為替市場・銀行間直物取引の中心レート平均。
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○有機畜産物ＪＡＳ
農業の自然循環機能の維持増進、環境への負荷を低減して
生産された飼料の給与、動物用医薬品の使用制限、動物の
生理学的及び行動学的要求への配慮。

・牛乳・乳製品：9事例 4,339トン（約550頭分※）
・牛肉 ：3事例 12トン（約30頭分※※）
・鶏肉 ：1事例 43トン
・鶏卵 ：6事例 194トン

※ 全量生乳として1頭あたり8000㎏/年で換算した場合
※※ 全量精肉として1頭あたり精肉歩留250㎏で換算した場合

○放牧畜産物基準認証
放牧畜産実践牧場で生産される生乳等を原材料として、その他の

ものと分別して製造された畜産物を認証。
・放牧畜産物等生産基準：18事例

○放牧畜産基準認証
地域の土地資源の活用や資源循環、アニマルウェルフェアの向上
等の観点から放牧を普及推進するため、放牧面積や放牧期間につい
て一定の要件を満たす牧場を「放牧畜産実践牧場」として認証。
・放牧畜産基準（放牧畜産実践牧場）：91事例

○エコフィード利用畜産物認証
エコフィードの利用に対する社会の認識と理解を深め、エコ
フィードの安全かつ安定的な利活用の推進を目的として、一定
の基準を満たした畜産物を「エコフィード利用畜産物」として認証
する制度として平成23年５月より運用を開始。
・認証畜産物：豚５事例、鶏２事例

〇エコフィード認証
食品循環資源の利用率や栄養成分等を満たす食品循環資
源利用飼料を「エコフィード」として認証することで、食品リサイク
ルへの関心と理解を深めることを目的とし、平成21年３月から運
用を開始。
・認証エコフィード：26事業者44製品

○畜産ＧＡＰ
人間と地球と利潤の間に矛盾のない農業生産の確立と生産・流通・

消費の信頼関係構築を目指す。
「農場運営」「食品安全」「家畜衛生」「環境保全」「労働安全」「人権・
福祉」「アニマルウェルフェア」に関する適正農業規範を示し、適切な
農場管理と実践を推進。

・ＪＧＡＰ家畜・畜産物 ：203事例
・ＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐ ： 3事例
・ＧＡＰ取得チャレンジシステム： 77事例

我が国の畜産物生産の特徴

【持続的な畜産物生産に関連する諸制度】

⚫ 有機農業や放牧、エコフィード、畜産GAPなど、環境負荷軽減、資源循環等に資する生産方式による畜産物を認証
する諸制度がある。
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戦略：日本型の「持続的畜産物生産」の考え方を確立し、国民の理解醸成を図る

● 持続的な畜産物生産のためには：
環境負荷軽減と、家畜の増頭や畜産物の増産による畜産経営の安定の両立を図る

ことが必要で、これらについての生産者の努力と消費者の理解醸成が図られることで
達成されるものではないか。

具体的取組として、
① 家畜の飼養管理、飼料の生産利用、家畜排せつ物処理に関する技術開発とその普

及により環境負荷軽減を図る。

② たい肥と飼料・農産物生産の資源循環（窒素・リン）の取組の促進を図る。

③ こうした考え方や方向性について、生産現場の努力や消費者の理解の醸成を図る。

①と②の取組を促進した上で、食料自給率の向上等の役割を果たしていくことが持続的
な畜産物生産の在り方ではないか。

⚫ 日本の畜産業を持続的に発展させるためには、厳しい国土条件のもと拡大する需要に応えた生産を行う必要がある
一方で、地球温暖化等の環境問題にもしっかりと対応していくことが求められる。

⚫ また、こうした取組が求められることについて、生産現場、消費者双方の理解を得ていくことが必要。
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検討会で議論いただきたい論点

● 新たな技術開発を含め、家畜改良、飼料、飼養管理で畜産の環境負荷
軽減のために取り組むべきことは何か。増加するコストについては誰が
どのように負担すべきか。

● 耕種農家のニーズにあった良質堆肥の生産やその広域流通を進める
上で、取り組むべきことは何か。

● 堆肥を活用した資源循環を通じた飼料増産を進めていく上で、取り組
むべきことは何か。

● 生産現場の努力や消費者に理解醸成を図るために取り組むべきこと
は何か。
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参考資料
（関連施策等）
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環境負荷軽減型酪農経営支援
【令和３年度予算概算決定額 6,048（6,183）百万円】

＜対策のポイント＞
酪農経営における飼養規模の拡大等による環境問題に対処するため、ふん尿の還元等に必要な飼料作付面積の確保を前提として酪農家が行う環境負荷

軽減の取組（資源循環促進、地球温暖化防止、生物多様性保全等）を支援します。

＜事業目標＞
酪農に起因する環境負荷の軽減（温室効果ガス削減量：12.5万ｔ（CO２換算）［令和12年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．環境負荷軽減型酪農経営支援（エコ酪事業）

ふん尿の還元に必要な飼料作付面積を確保しながら環境負荷軽減に取り組んで

いる酪農家に対し、飼料作付面積に応じて交付金を交付します。

また、有機飼料生産の取組に交付金を追加交付します。

① 対象者の要件

ア 飼料作付面積が北海道で40ａ／頭以上、都府県で10ａ／頭以上

イ 環境負荷軽減に取り組んでいること（10メニューから２つ選択）

② 交付金単価

ア 飼料作付面積 1.5万円／１ha（※）

※作付面積の拡大に伴う効率化を考慮し係数を乗ずる

【係数】 200ha超400ha以下の部分：1ha×1.1

400ha超の部分：1ha×1.2

イ 有機飼料作付面積 1.5万円＋３万円／１ha（追加交付）

２．環境負荷軽減型酪農経営支援推進

環境負荷軽減型酪農経営支援の実施のための推進活動、

要件確認、事業効果の測定等を支援します。

＜事業の流れ＞

国

都道府県協議会

生乳生産者

定額

定額

（１の事業）

（２の事業）

［お問い合わせ先］生産局畜産企画課（03-3502-0874）

目的 取組メニュー

資源
循環
促進

① 堆肥の適正還元の取組

② 国産副産物の利用促進

③ スラリー等の土中施用

④ サイレージ生産の適正管理

地球
温暖化
防止

⑤ 温室効果ガス放出量削減の取組

⑥ 化学肥料利用量の削減

⑦ 連作防止の実施

⑧ 放牧の実施

⑨ 不飽和脂肪酸カルシウムの給与（新設）

生物
多様性
保全

⑩ 農薬使用量の削減

堆肥

有
機
飼
料
生
産
の
取
組
（
追
加
交
付
）

施肥設計

飼料に不飽和脂肪
酸カルシウムを添加
し、ゲップ中のメタ
ンガスを削減します。

○ 取組メニューごとに効果を測る指標を設定し、取組実績に応じた効果を測定

○ 生産者は、効果の測定に必要なデータを提出
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１ 家畜排せつ物法① 家畜排せつ物法の仕組み

・ 「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進を図り、もって畜産業の健全な発展に資すること」を目的として、平成11年に成
立、平成16年から本格施行、正式名称は「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」。

・ 家畜排せつ物の管理の適正化について、畜産業を営む者（小規模農家を除く）は、国が策定する管理基準を遵守することを義
務付け、指導・助言等は都道府県が実施。

・ 利用の促進については、国は基本方針を、各県は都道府県計画を策定するとともに、畜産業を営む者は、処理高度化施設の整
備計画の策定・認定を経て、日本政策金融公庫からの資金の貸付けを受けることが可能。

畜産業を営む者都道府県国

指導・助言（４条）
勧告・命令（５条）
立入検査等（６条）
の実施

管理基準の遵守
（３条）

管理基準の策定
（３条）

施設整備計画の
策定（９条、10条）

基本方針の策定
（７条）

都道府県計画の
策定（８条）

日本政策金融公庫
資金の貸付（11条）

報
告

提
出

認
定

畜
産
業
の
健
全
な
発
展

管
理
の

適
正
化

利
用
の
促
進

（１条）
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２ 家畜排せつ物法② 家畜排せつ物法の管理基準

・ 家畜排せつ物法施行規則において、畜産業を営む者（小規模農家を除く）が家畜排せつ物の処理等に当たり遵守すべき基準
（管理基準）を明示。なお、対象家畜は、牛、豚、鶏及び馬。

・ 家畜排せつ物の不適切な管理（野積み・素掘り）を禁止し、管理施設は雨による流出や地下浸透が起こらない構造とすることの
ほか、施設の定期的な点検や修繕等を義務付け。

○家畜排せつ物法施行状況調査結果（令和元年12月1日時点）
～管理施設の構造設備に関する基準への対応状況～

～ 管理基準の概要 ～

１ 管理施設の構造設備に関する基準
① 固形状の家畜排せつ物の管理施設は、床を不浸透性材料（コンクリート等）で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。
② 液状の家畜排せつ物の管理施設は、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること。

２ 家畜排せつ物の管理の方法に関する基準
① 家畜排せつ物は管理施設において管理すること。
② 管理施設の定期的な点検を行うこと。
③ 管理施設の床、側壁等に破損があるときは遅滞なく修繕を行うこと
④ 家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法等について記録すること。

管理基準の適用対象外
牛又は馬 10頭未満
豚 100頭未満
鶏 2,000羽未満

※１ 簡 易 対 応 ：恒久的な施設に該当しないような場合（防水シートによる被覆等の対応）
※２ その他の方法：畜舎からほ場への直接散布、周年放牧、処理委託、下水道利用 等

20



３ 家畜排せつ物の利活用 家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針

家畜排せつ物は、資源循環のため、堆肥化して耕地に還元

堆肥の利用拡大１

・収益性や電力系統の状況、地域活用電源としての方向性も見極めた
上で、固定価格買取制度等を活用

・電力系統の課題を踏まえたエネルギーの地産地消等の新たな経営モデ
ルを確立

畜舎等での自家利用の検討

畜産農家地域住民

行政の
畜産・環境

部局

地域が一体となった
問題解決

家畜排せつ物のエネルギー利用の推進２

家畜排せつ物の堆肥化が難しい場合はエネルギー利用も有効

畜産環境問題への対応３

家畜排せつ物の処理は畜産農家が自らの責任において行うべきもの

老朽化した堆肥舎
老朽化した

堆肥舎の補修
計画的な
補改修や
機能強化

・家畜排せつ物の適切な処理は事業者の責
務であるとの意識を浸透

・修繕や更新のための費用を計画的に経営
内に留保し、適切な再投資を確保

・堆肥舎や汚水処理施設の長寿命化や共同
利用の家畜排せつ物処理施設を整備

・悪臭低減に有効な適切な堆肥化を推進

・汚水処理や脱臭のための施設・機械を整備

・地域住民も参加して問題解決に取り組む
体制を構築

・持続的かつ循環的な農畜産業の実現のため、まずは畜産農家が堆肥を活
用して自給飼料を生産することが重要

・堆肥の完熟化や化学肥料との配合等で耕種農家のニーズへ対応

・ペレット化による広域流通、施肥作業の軽減

・堆肥の加工や輸送に関し、知見がある肥料メーカーと協力

・使いきれない堆肥を、耕種
農家に使ってほしい
・堆肥の品質を向上させ、収
入を増やしたい

畜産農家

耕種農家

・成分の安定した
堆肥がほしい
・化学肥料と堆
肥を配合したペ
レットで、運搬、
散布を楽にしたい

• 肥料原料として水分量の少な
い堆肥がほしい

• 畜産農家に技術提供をし、自
社ブランドの肥料を生産してもら
いたい

地方公共団体

・地域の畜産環境問
題を解決したい

肥料メーカー

商品開発や堆肥製造に係
る技術協力（ペレット化、
化学肥料との配合）
商物流のアドバイス 等

・ 家畜排せつ物法に基づき、家畜排せつ物の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、農林水産大臣が「家
畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針（以下「基本方針」）」を策定。

・ 現在の基本方針は、令和12年度を目標として、①耕種農家のニーズへの対応を通じた堆肥の利用拡大、②堆肥利用が困難な場
合のエネルギー利用の推進、③環境規制や大規模化を踏まえた畜産環境問題への適切な対応をポイントとして令和２年に策定。
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＜事業の内容＞ ＜事業イ メ ー ジ＞

１．土づくり堆肥の生産・流通支援

① 畜産農家が耕種農家や肥料メーカー等と協議会を設置し、

堆肥のニーズの的確な把握や生産の検討、広域流通や海外輸出、

液肥流通等の促進を図る取組を支援します。

② 堆肥の高品質化やペレット化等に必要な施設・機械を導入する

取組を支援します。

③ 堆肥の成分分析や試験的な堆肥施肥等を行う取組を支援します。

２．高度な畜産環境対策

① 畜産農家が地域の関係者等と協議会を設置し、高度な畜産環境

対策を推進する取組を支援します。

② 悪臭防止や汚水処理など、高度な畜産環境対策に必要な

先進的な施設・機械を導入する取組を支援します。

畜産環境対策総合支援事業

【令和２年度第３次補正予算額 1,841百万円】

＜対策のポイント＞
畜産物輸出の拡大に伴う家畜の増頭により発生する家畜排せつ物については、堆肥のユーザーである耕種農家側の持続可能性に配慮し、環境保全や土づく

りに向け、堆肥の高品質化やペレット化による広域流通の推進を図るほか、畜産経営から発生する悪臭の防止や排水の水質改善を更に進めるための高度な
畜産環境対策を推進し、畜産物の生産拡大を後押しします。

＜事業目標＞
○ 堆肥の販売量の増加（578万トン［平成30年度］ → 680万トン［令和６年度］）
○ 畜産経営に起因する苦情発生割合の減少（2.0%［平成30年度］ → 1.8%［令和６年度］）

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］生産局畜産振興課（03-6744-7189）

国

定額、１/２以内

都道府県・
市町村

協議会 畜産農家等

交付 交付

ペレット成形機 耕種側のニーズに合った堆肥生
産
堆肥の広域流通・輸出

太陽光で乾燥する堆肥舎

自動攪拌機

水分過多で扱いにくい
家畜排せつ物

・堆肥の高品質化
・施肥しやすいペレット化

１．土づくり堆肥の生産・流通支援

２．高度な畜産環境対策支援

ハニカムフィルター

○ハニカム（蜂の巣）
構造によりフィル
ターの表面積を増大

○フィルターの表面に
定着した微生物の働
きにより、臭気を効
果的に脱臭

○ 既存の浄化槽に後付
けできる膜濾過器

○ 放流水中の微細な有
機物を効率的に分離し、
高度な浄化処理が可能

外付け型膜分離装置

装置内の中空糸膜の束

【悪臭防止】

【汚水処理】
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○ コントラクター※２、TMRセンター※３

による飼料生産の効率化
・作業集積や他地域への粗飼料供給等、
生産機能の高度化を推進

国産飼料基盤に
立脚した畜産の確立

飼料全体 25％ 34％

粗飼料 77％ 100％

濃厚飼料 12％ 15％生産増加

○ 飼料増産の推進
①水田の有効活用、耕畜連携の推進

②草地等の生産性向上の推進

③放牧の推進

○ エコフィード※４等の利用拡大
・食品加工残さ、農場残さ等未利用資源
の更なる利用拡大

耕作放棄地放牧

飼料用米の利活用
余剰食品の飼料化

○ 飼料生産技術の向上

・高品質飼料の生産推進

青刈り
とうもろこし

集約放牧

優良品種の導入

稲発酵粗飼料専用機械

※１ 稲発酵粗飼料：稲の実と茎葉を一体的に収穫し発酵させた牛の飼料 ※２ コントラクター：飼料作物の収穫作業等の農作業を請け負う組織
※３ TMRセンター：粗飼料と濃厚飼料を組み合わせた牛の飼料（Total Mixed Ration）を製造し農家に供給する施設 ※４ エコフィード：食品残さ等を原料として製造された飼料

汎用型飼料収穫機

稲発酵粗飼料※１

○ 酪農・肉用牛の生産基盤の強化のためには経営コストの３～５割程度を占める飼料費の低減が不可欠。

○ このため、水田や耕作放棄地の有効活用等による飼料生産の増加、食品残さ等未利用資源の利用拡大の推進等の総合的
な自給飼料増産対策により、輸入飼料に過度に依存した畜産から国産飼料に立脚した畜産への転換を推進している。

国産飼料基盤に立脚した生産への転換

利用拡大
R12年度
（目標）

R元年度
（概算）

飼料自給率

飼料収穫作業 TMR調製プラント

生稲わらサイレージ
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○ 全国で放牧される牛は、乳用牛（酪農）にあっては総飼養頭数の約23％に相当する約30万頭、肉用牛（繁殖）にあっては総
飼養頭数の約17％に相当する約11万頭。肉用牛（繁殖）では前年と比較して２ポイント低下。これは規模拡大や繁殖肥育一貫
経営の増加等が理由として考えられる。

○ 放牧は、飼料の生産･給与や家畜排せつ物処理の省力化が可能な飼養管理方法であり、酪農・肉用牛経営のコスト低減を
図る上で有効な方法。

○ 放牧に必要な牧柵、簡易施設の整備、放牧技術の導入や生産性の高い草地への転換等の支援により、放牧の取組を推進。

放牧の推進

注：平成30年度畜産物生産費（子牛生産費２頭～５頭規模未満）による子
牛１頭当たりの生産費を試算

＜前提条件＞繁殖雌牛２頭～５頭規模、放牧期間：５月～10月（６か月）

肉用牛繁殖経営

放牧によるコスト低減効果（試算）

【R元年度補正】 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業

畜産クラスター計画に位置づけられた地域の中心的な経営体（畜産を
営む者等）が行う放牧に必要な電牧器等の導入を支援。

（補助率：１／２以内）

【R２年度】 強い農業・担い手づくり総合支援交付金

未利用地を蹄耕法等の不耕起により放牧地等として活用するのに必
要な整備等への支援。 （補助率：上限７万円／10a等、１／２以内）

【R２年度】 畜産生産力・生産体制強化対策推進事業
（国産飼料資源生産利用拡大対策のうち肉用牛・酪農基盤強化対策（放牧活用型））

・放牧主体の有機畜産について全国的な普及を図るための取組を支援。 （補助率：定額）

・繁殖基盤強化に向け肉用牛繁殖雌牛等の放牧を活用した地域内一貫体制の構築への取組を支援。 （補助率：定額、１／２以内）

（千円）

乳用牛 肉用牛

（酪農） （繁殖）

 全国  飼養頭数 132.8 61.0

 放牧頭数 29.9 10.6

(22.5) (17.4)

 北海道  飼養頭数 79.1 7.5

 放牧頭数 27.5 4.3

(34.8) (57.3)

 都府県  飼養頭数 53.7 53.5

 放牧頭数 2.4 6.3

(4.5) (11.8)
資料：放牧頭数は（一社）日本草地畜産種子協会調べ、飼養頭数は畜産統計（平成30年２月１日現在）
　  注１：放牧頭数は、経営内放牧と公共牧場に預託して放牧されている頭数の計であり、
 　        重複している場合を含む
　　注２：肉用牛の頭数は、子取り用の繁殖雌牛（１歳未満を含む）頭数

放牧頭数（平成30年）
　　　　　                 　（単位：万頭、％）

区　　　　　　分

195

258

184

302

164

200

0 100 200 300 400 500 600 700 800

放
牧

舎
飼

飼料費 労働費 その他経費 約３割のコスト低減
（217千円/頭の削減）

543千円/頭

760千円/頭
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放牧の取組事例

山口県山口市 山口型放牧あとう協議会

• 景観作物の栽培から、より簡易な農
地管理として、平成22年から転作田
や耕作放棄地などで山口型放牧を
開始。

• 25年にはＪＡが中心となって協議会
を設立し、和牛改良組合による放牧
牛の貸出と農事組合法人による放
牧管理の取組を開始。

• 現地検討会や研修会を開催。肉用
牛経営の省力化や農地保全に貢献。

＜概況＞
規模 肉用牛（繁殖） 57頭、草地面積 26.1ha （H30年）

茨城県稲敷市 新利根協同農学塾農場

＜概況＞
規模 乳用牛（酪農）30頭、草地面積 15ha （H30年）

• 平成17年頃より購入飼料中
心の酪農経営から放牧酪農
に方針を転換。

• 濃厚飼料については子実と
うもろこしを千葉県成田市の
コントラクターから購入。

• 29年にはチーズ工房をオー
プンし、集落の活性化・維持
に取り組む。

北海道八雲町Ａ牧場

＜概況＞
規模 乳用牛（酪農）66頭、草地面積 75ha （H29年）

• 平成８年より放牧酪農に転
換し、昼夜放牧による飼養管
理を実施。

• 乳量は減少したが、飼料費
や衛生費の低減により収益
を確保。

長崎県平戸市 石原放牧部会

• 平成24年に畜産農家３戸が放
牧部会を設立。耕作放棄地を
利用した黒毛和種繁殖雌牛の
放牧を開始。

• 耕作放棄地の解消により景観
が改善され、周辺地域は観光
PRや自動車CM、映画撮影に利
用。

＜概況＞
規模 肉用牛（繁殖）13頭、草地面積 5.92ha （H30年）
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・放牧牛乳
・放牧乳製品
（放牧期のみ）限定

○ （一社）日本草地畜産種子協会では、平成21年から、放牧に取り組む牧場のうち、放牧面積や放牧期間について一定の要件
を満たす牧場を「放牧畜産実践牧場」として認証。また、これに併せて、放牧畜産実践牧場で生産される牛乳、アイスクリーム
等の畜産物の認証も実施。

○ 令和２年７月現在では、牧場で91件、畜産物では12件（牛乳４件、アイスクリーム２件、チーズ１件、ヨーグルト３件、牛肉２件）、
放牧子牛で３件、放牧肥育牛で２件がそれぞれ認証されている。

注 ： R２年7月現在、放牧畜産実践牧場内訳 酪農81件 肉用牛（繁
殖）10件

放牧畜産物を生産する牧場における飼養管理事項の基準を定めた「放牧畜産基準」
の他、酪農では４つの生産基準、肉用牛では３つの生産基準を策定。

※ 放牧畜産基準認証マーク
放牧畜産認証が得られた畜産
物等に使用が認められる。

◼ 放牧畜産の生産フローと８つの基準認証

１．放牧畜産基準
２．放牧酪農牛乳生産基準
３．放牧酪農乳製品生産基準

放牧畜産
実践牧場

生 乳

放牧子牛 放牧肥育牛

・放牧酪農牛乳
・放牧酪農乳製品

放牧牛肉

酪農経営

肉用牛繁殖経営 肉用牛肥育経営 と畜、食肉処理・加
工等業者

乳業組合
乳業会社
酪農経営等
（ﾐﾆﾌﾟﾗﾝﾄ）

肉用牛
繁殖経営

６．放牧子牛生産基準 ７．放牧肥育牛生産基準 ８．放牧牛肉生産基準

４．放牧牛乳生産基準
５．放牧乳製品生産基準

放牧実践の見える化（放牧畜産基準の認証制度）

認 証 の 種 類 件数

1 放牧畜産基準（放牧畜産実践牧場(注）） 牧場 91

2 放牧酪農牛乳生産基準 畜産物 4

3 放牧酪農乳製品生産基準 畜産物 5

4 放牧牛乳生産基準 畜産物 －

5 放牧乳製品生産基準 畜産物 1

6 放牧子牛生産基準 子牛 3

7 放牧肥育牛生産基準 肥育牛 2

8 放牧牛肉生産基準 畜産物 2

26



未利用資源の飼料としての活用推進

○ 飼料の自給率向上のため、エコフィード（食品残さ利用飼料）を推進。エコフィードの製造数量は近年ほぼ横ばいで推移。令和元年度（概算）のエコ
フィード製造数量は119万TDN㌧（概算）であり、濃厚飼料全体の約6％に当たる。

○ 国産原料由来エコフィードは33万TDN㌧(概算)であり、新たな「食料・農業・農村基本計画」における令和12年度の濃厚飼料自給率目標15%の達
成のために国産原料由来エコフィードを中心に生産・利用を拡大する必要。

○ 食品残さを排出した食品関連事業者とエコフィード製造事業者等との連携により、エコフィードによって生産された畜産物を販売し、リサイクルルー
プを構築する取組も行われている。

エコフィードの製造状況

【R2年度】 畜産生産力・生産体制強化対策事業
（国産飼料資源生産利用拡大対策のうち未利用資源活用対策）

・ 未利用資源の活用事例の普及、エコフィードを活用した差別化畜産
物の流通・販売に係る普及及び認証取得等を支援。 （補助率：定額）

・ 食品残さ等の地域の未利用資源の活用促進。 （補助率：定額）

・ 国産由来の食品残さ等の積極的な収集を通じたエコフィードの生産
拡大を支援。（Ｈ30年度までに計画承認を受けた取組が対象）
（増産：３千円/トン、国産由来の食品残さ等：５千円/トン、分別の実施：４千
円/トン、含水率の削減：１千円/トン 等）

※ ＴＤＮ（Total Digestible Nutrients）：家畜が消化できる養分の総量。カロリーに近い概念。
注：平成29年度の集計から調査対象品目が変更されたため28年度以前と連続しない。なお、28年度の赤数字は同品
目による参考値

エコフィード利用の取組事例
（（株）日本フードエコロジーセンター）

・ 関東近郊の170件以上の食品事業者において分別管理された食品残さを
飼料化施設に保冷車で搬入。

・ 加水、加熱、発酵の処理により、養豚用の発酵リキッド飼料を製造。
・ 単なるリサイクルの推進ではなく、高付加価値の豚肉生産を目的としており、
生産した豚をグループ内外で販売するという地域循環畜産の「環」を構築。

食品関連事業者

畜産農家等
リキッド飼料の生産（選別・破
砕・加水・混合・殺菌・発酵）

食品工場やスーパー等の食品
産業から食品残さを受け入れ

生産された豚肉は、食品残さを
排出した食品産業を中心に販売

タンクローリーで
農家に配送

飼料化施設

分別して専用容器
に封入し、保冷車
で運搬

神奈川県、埼玉県、長野県等
16戸の養豚農家に販売・給与

製造や配送
の際は衛生
管理に注意
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畜産農家

認証エコフィードを適正に配合した飼
料を家畜に給与し、畜産物を生産

給与

食品産業 飼料化施設

食品循環資源の適正な分別・
保管等

飼料の適正な製造・保管
及び栄養成分の維持等

食品産業

原料の収集・運搬

販売・消費

副産物・余剰品等

一定の基準を満たすものを「エコフィード」として認証

認証機関

加工（飼料化）

一定の基準（食品循環資源の利用率や栄養成分等）を満たす食品循環資源利用飼料を「エコフィード」として認証
することで、食品リサイクルへの関心と理解を深めることを目的とし、平成21年３月から運用を開始。（令和２年７月末現
在、47銘柄認証済み）

（一社）日本科学飼料協会
http://kashikyo.lin.gr.jp/certifi_01eco.html

販売

取組に対する社会の認識と理解を深め、エコフィードの安全かつ安定的な利活用の推進を目的として、一定の基
準を満たした畜産物を「エコフィード利用畜産物」として認証する制度として平成23年５月より運用を開始。（令和２年７

月末現在、７商品認証済み）

一定の基準（給与計画に基づくエコフィード
の給与、販売までのルート特定等）を満たす
ものを「エコフィード利用畜産物」として認証

認証機関

エ
コ
フ
ィ
ー
ド
認
証
制
度

エ
コ
フ
ィ
ー
ド
利
用
畜
産
物
認
証
制
度

【認証エコフィード】
・ エコフィードの名称利用
・ 認証マークの使用

（公社）中央畜産会
http://ecofeed.lin.gr.jp/

【エコフィード利用畜産物認証】
・ エコフィードの名称利用
・ 認証マークの使用

エコフィードに関する認証制度について

流通（加工）

両制度の総合相談窓口は（一社）食品ロス・リボーンセンター http://www.foodloss1.com/ 28



エコフィードの原料となる食品残さの特徴を活かすとともに、食品リサイクルによって環境にやさしいことをアピールするなど、エコ
フィード利用畜産物の差別化を図る取組について、優良事例を表彰することにより、差別化の取組を推進。

（令和元年度畜産生産力・生産体制強化対策事業(国産飼料資源生産利用拡大対策のうち未利用資源活用対策)（事業実施主体：（公社）中央畜産会）

【トピックス】 エコフィードを活用した特色ある畜産物生産の取組(令和元年度)

※飼料コスト低減割合＝（エコフィードを利用しなかった場合の飼料コスト－エコフィードを利用した場合の飼料コスト）/エコフィードを利用しなかった場合の飼料コスト
※エコフィード配合割合＝エコフィードの給与飼料量／（エコフィードの給与飼料量＋エコフィード以外の給与飼料量）
※取組事例の詳細は、（公社）中央畜産会HP（http://ecofeed.lin.gr.jp/excellent/index.html）をご覧下さい

＜有限会社小野養豚＞
山口県萩市 ★養豚

＊飼料コスト低減割合：約44％
＊原料：パンくず、ピーナッツくず、

米ぬか等
＊エコフィード配合割合：60％

(肥育後期)

＜株式会社悠牧舎＞

群馬県前橋市 ★養豚

＊飼料コスト低減割合：約59％
＊原料：パン、ポテトピール、

ホエー等
＊エコフィード配合割合：70％

(肥育豚)

＜熊本県立熊本農業高校＞
熊本県熊本市 ★養豚

＊飼料コスト低減割合：90％
＊原料：パン、納豆・大豆皮、

緑豆、テングサ、米粉
＊エコフィード配合割合：100％

＜大阪府立農芸農業高等学校＞

大阪市府堺市 ★肉用牛・養鶏

＊飼料コスト低減割合：33％
＊原料：ワイン粕、ふすま
＊エコフィード配合割合：50％

パン、納豆・大豆皮、緑豆、テングサ、米粉を原料として、発酵飼料「エ
クセレント」を生後30日から出荷まで豚に給与し、低コストな養豚経営を
実現。生産された豚肉は「シンデレラネオポーク」として販売。県の産業
技術センターで肉質調査を行うなど、産学官連携の実施により高品質
化に取り組んでいる。

ワイン粕とふすまを混合し乳酸発酵させた「ワイン粕サイレージ」を肥
育牛に給与し、「のうげい姫牛」及び「農芸マザービーフ」として販売。
また、採卵鶏にも給与し「なにわワインたまご」を生産する等、資源循
環型畜産を実現し、エコフィード利用畜産物のブランド化に取り組んで
いる。

パン、ポテトピール、ホエー等を原料として、オランダ式のリキッド
フィーディングシステムを取り入れた大規模経営を実施。肥育、繁殖、
ほ育の各生産段階で飼料原料の種類を変え、コンピューターによる衛
生的な給与の取組を実施。生産された豚肉は「桜絹豚（さくらきぬぶた）」と
して販売している。

パンくず、ピーナッツくず、米ぬか等を原料として、ウェットフィーディ
ング方式で肥育豚に給与。動物医薬品会社に飼料設計を依頼し、
定期的に飼料の配合割合を修正し、畜産物の品質向上に取り組ん
でいる。生産肉豚の80％は自社内で精肉加工して「むつみ豚」とし
て販売している。

最優秀賞 優秀賞

特別賞 特別賞
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【令和３年度予算概算決定額 887（900）百万円】

＜対策のポイント＞
家畜の増頭と併せ肉用牛・乳用牛・豚・鶏の改良や飼料作物の優良品種の利用を推進するとともに、肉用牛の繁殖肥育一貫経営や地域内一貫生産、和

牛の信頼確保のための遺伝子型の検査、国産飼料の一層の増産・利用のための体制整備により、畜産物の生産力及び生産体制の強化を図ります。

＜事業目標＞［平成30年度→令和12年度まで］
○生乳生産量：728万トン→780万トン ○牛肉生産量：33（48）万トン→40（57）万トン ○豚肉生産量：90（128）万トン→92（131）万トン
○鶏肉生産量：160万トン→170万トン ○鶏卵生産量：263万トン→264万トン ○飼料自給率：25％→34％ ※（）は枝肉換算

＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞

１．家畜能力等向上強化推進
遺伝子解析技術等を活用した新たな評価手法や始原生殖細胞（PGCs）保存

技術等により、生涯生産性の向上、遺伝的多様性を確保した家畜の系統・品種の
活用促進、肉質・繁殖能力の改良の加速化等を推進する取組を支援します。
２．繁殖肥育一貫経営等育成支援
肉用牛生産の構造改革を進め繁殖基盤の強化を図るため、肉用牛肥育経営に
おける一貫化や地域内一貫生産を推進する取組を支援します。
３．和牛の信頼確保対策

我が国の貴重な知的財産である和牛の血統に関する信頼を確保するため、遺伝
子型の検査によるモニタリング調査を推進する取組を支援します。
４．草地生産性向上対策
不安定な気象に対応したリスク分散等により粗飼料の安定的な収穫を確保する

ため、草地改良や飼料作物の優良品種利用・安定生産、飼料用種子の備蓄の取
組を支援します。
５．飼料生産利用体系高効率化対策

飼料生産組織の作業効率化・運営強化、国産濃厚飼料の生産振興の取組を
支援します。
６．国産飼料資源生産利用拡大対策
放牧、未利用資源の新たな活用・高品質化の取組を支援します。

７．持続的飼料生産対策
温室効果ガス削減飼料の流通量等のデータ収集・分析等の取組を推進します。

[お問い合わせ先] （１~３の事業）生産局畜産振興課（03-6744-2587）
（４~７の事業） 飼料課 （03-6744-7192）

４．気象リスク分散によ
る安定的な収穫確保

５．飼料生産の効率化
６．放牧、未利用資源の
活用

９月

８月

６月

７月

転
換
後
の
収
穫
期

イ
メ
ー
ジ

OG：１番草

OG：２番草

OG：３番草

TY：２番草

TY：１番草

（注）OG：オーチャード、TY：チモシー

未利用地に
おける放牧

飼料資源として活用する
ための取組を支援

複数草種の導入等により収穫
適期を拡大し、天候不順による
影響を緩和する取組を支援

自動操舵
装置

子実用とうも
ろこしの収穫

優秀な牛

普通の牛

能力不明
の子牛

遺伝子解析技術を
活用した選抜イメージ

２．肥育経営に
おける一貫化

生
産

【交雑種♀】
受精卵移
植を支援

１．家畜能力等の向上強化

【黒毛和種子牛】

価格の高
い黒毛和
種雌牛の
代りに、
受卵牛と
しての交
雑種雌
牛の導入
を支援優秀な牛と同じなので、この子牛は「優秀」と予測

３．和子牛の
遺伝子型の検査

鼻粘膜

DNA採材

DNA情報から
親子判定

ICTによる作業の効率化、
飼料生産組織の運営強化
の取組を支援

未利用資源の
新たな活用・
高品質化

国 民間団体等
生産者
集団等

＜事業の流れ＞ （１、３～7の事業）民間団体等

定額、1/2以内

定額、1/2以内

定額、1/2以内

（２の事業）

定額

（４～６の事業）

Ⅰ 飼料自給率の向上

ⅰ 畜産生産力・生産体制強化対策事業
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ⅱ 公共牧場機能強化等体制整備事業

【令和３年度予算概算決定額 118（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
地方公共団体の公共牧場・試験場等が有する広大な草地や高い技術力のフル活用により、省力的かつ低コストで優良な和牛を増産するための取組を支

援します。

＜事業目標＞
繁殖雌牛の飼養頭数の増加（61万頭［平成30年］→80万頭［令和12年まで］）

＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞

１．機能強化等に係る計画策定

農業者団体等による強化計画の策定のために行う検討会開催、

現地調査等の取組を支援します。

２．公共牧場機能強化等体制整備

農業者団体等による強化計画に基づき行う繁殖雌牛等の導入、

施設・機械、放牧地の整備等の取組を支援します。

※ 公共牧場は全国に698施設。地方公共団体所有が３分の２、

JA等所有が３分の１。

＜事業の流れ＞

国 農業者団体等

定額、1/2以内

［お問い合わせ先］生産局飼料課（03-6744-2399）

受精卵用機器
の整備

分娩監視用
カメラ

哺乳ロボット 畜舎・機械整備による増頭

公共牧場・試験場等

畜産農家

肥育素牛等

繁殖雌牛等の導入
放牧地の整備
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＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞

１．大型機械化体系に対応した草地整備

大型機械による効率的な飼料生産を推進するため、草地の整備、排水不良

の改善等の整備を推進します。

【主な工種】 草地の区画整理、暗渠排水 等

２．泥炭地帯における草地の排水不良の改善

効率的な飼料生産基盤を形成するため、土壌の特殊性に起因する地盤の沈

下による草地の湛水被害等に対処する整備を実施します。

【主な工種】 整地、暗渠排水、排水施設 等

ⅲ 草地関連基盤整備＜公共＞

【令和３年度予算概算決定額 333,256（326,436）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
飼料生産基盤に立脚した力強い畜産経営の実現を図るため、畜産経営規模の拡大や畜産主産地の形成に資する飼料生産の基盤整備等を推進します。

＜事業目標＞
○ 飼料自給率の向上 （25％［平成30年度］ → 34％［令和12年度まで］）
○ 飼料作付面積の拡大（89万ha［平成30年度］→ 117万ha［令和12年度まで］）

［お問い合わせ先］（１の事業）生産局飼料課 （03-6744-2399）
（２の事業）農村振興局防災課（03-3502-6430）

＜整備前＞ ＜整備後＞

排水性や起伏条件
の悪い草地

暗渠排水

起伏修正

良好な飼料生産
基盤の実現

飼料生産の基盤整備

草地整備

基盤整備による効果

大型機械での効率
的な収穫による生産
コストの削減

飼料作物の収量
増加

生産基盤の強化を
通じた生乳生産量
の増加

生産基盤の強化を
通じた肉用牛出荷
頭数の増加

急傾斜地 急傾斜地→緩傾斜地

排水性の悪い草地 排水不良の改善

＜事業の流れ＞

国

都道府県

都道府県

事業指定法人

1/2等

1/2等

（１の事業の一部）

（１の事業の一部）

1/2等

※ ２の事業は、直轄で実施（国費率3/4）
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＜対策のポイント＞
家畜排せつ物処理施設の機能強化等を支援し、増頭のボトルネックとなる畜産環境問題の解決を推進することで、畜産の生産拡大を後押しします。

＜事業目標＞

○ 担い手が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進[令和５年度まで]

［平成30年度→令和12年度まで］
○ 生乳生産量：728万トン→780万トン ○ 牛肉生産量：33万トン→40万トン ○ 豚肉生産量：90万トン→92万トン
○ 鶏肉生産量：160万トン→170万トン ○ 鶏卵生産量：263万トン→264万トン ○ 飼料自給率：25%→34％

【令和３年度予算概算決定額 80,725（94,275）百万円の内数】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

〇 農山漁村地域整備交付金（畜産環境総合整備事業）

畜産経営に起因する環境汚染の防止と畜産経営の合理化を促進する

ため、家畜排せつ物処理施設の機能強化等を支援します。

【主な事業内容】

草地、家畜排せつ物処理施設、水質汚濁防止施設等の計画・整備

※対象とする施設は事業参加農家が共同利用するもの（市町村・農協

所有を含む）

【主な実施要件】

①事業参加者数：3人以上（10人以上）

②受益面積：10ha以上（30ha以上）

③家畜飼養頭羽数［肥育豚換算］：1,000頭以上（2,000頭以上）

※（ ）内は、緩和前（R元年度まで）の要件

［お問い合わせ先］ 生産局飼料課（03-6744-2399）

ⅲ 農山漁村地域整備交付金のうち

畜産環境総合整備事業<公共>

草地造成・整備
水質汚濁防止施設

家畜排せつ物処理施設

老朽化した施設の機能強化

＜事業の流れ＞

国

交付

都道府県

事業指定法人都道府県
交付 交付
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乳用牛の改良増殖目標（抜粋）

（１）能力に関する改良目標

乳用牛の改良に当たっては、泌乳形質とともに、強健性に関わる体型形質や繁殖性などの改良により長命連産性
を高め、供用期間の延長を図り乳用牛の生涯生産性を向上させることが重要である。

このため、泌乳形質や体型形質をバランスよく改良していく必要があり、独立行政法人家畜改良センターが実施
する遺伝的能力評価に基づく総合指数（ＮＴＰ）を基本とした改良を引き続き推進するものとする。

なお、ＮＴＰを構成する評価項目については、検証を行いつつ見直しを行う。

家畜改良増殖目標及び鶏の改良増殖目標（令和２年３月３１日）（抜粋）

肉用牛の改良増殖目標（抜粋）

（１）能力に関する改良目標

①産肉能力

生産コストの低減や効率的な牛肉生産の観点及び脂肪交雑の多い牛肉のみならず、牛肉に対する消費者の多
様なニーズの高まりに対応する観点から、脂肪交雑については現在の改良量を引き続き維持した上で、日齢枝
肉重量のほか、歩留基準値、ロース芯面積など肉量に関する形質や、食味に関連する不飽和脂肪酸（オレイン
酸等）などの向上に向けた種畜の選抜・利用を推進するものとする。

また、不飽和脂肪酸（オレイン酸等）のみならず、牛肉のアミノ酸量や締まり・きめ等、その他食味に関す
る科学的知見の更なる蓄積を進めるとともに、牛肉に関する新たな改良形質の検討を推進するものとする。

②繁殖性

繁殖形質に関するデータ収集等を推進し、的確な遺伝的能力評価に基づき、繁殖性に優れ、生涯生産性の高
い種畜の選抜を推進することにより、初産月齢の早期化や分娩間隔の短縮等を推進する。

③飼料利用性

生産コストの低減を一層推進する観点から、引き続き、日齢枝肉重量等の遺伝的能力の向上を図るとともに、
直接検定における余剰飼料摂取量と肥育牛における飼料利用性との関連性等も含め、種雄牛選抜における飼料
利用性に関する指標化を検討するものとする。
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豚の改良増殖目標（抜粋）

（１）能力に関する改良目標

国際化の進展等に対応した競争力のある豚肉生産を推進するため、純粋種豚の繁殖能力や肉質を含めた産肉能力
の向上を図り、特色ある豚肉の低コスト生産に向けた改良を推進するものとする。

採卵鶏の改良増殖目標（抜粋）

ウその他の能力に関する改良事項

（ア）卵質

生産・流通段階における破卵の発生の低減を図るための卵殻強度や消費者ニーズに応えた卵殻色、ハウユニッ
ト、肉斑・血斑の発生率等の改善のための改良を推進するものとする。

肉用鶏（ブロイラー）の改良増殖目標（抜粋）

ア飼料要求率

生産コストの削減を図るため、飼料要求率の改善に努めるものとし、その際には、増体の低下につながらないよ
う留意するものとする。

イ生産能力（出荷日齢）

飼料要求率の改善と増体を図ることにより、適正な出荷日齢（注２）に努めるものとする。

ウ育成率

飼養・衛生管理の改善と併せて、疾病等に対する遺伝的な抵抗性の付与により、育成率の向上に努めるものとす
る。
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畜産分野における取組

〇 農業新技術を導入する
・ 労働力不足が顕著な酪農・畜産分野では、搾乳ロボットや発情発見装置の実装を推進。
・ 酪農・畜産分野では、全国の生産関連情報を一元的にデータベースに集約し、データに基づく高度な経営アドバイスを提供
する体制の構築を推進。

繁殖管理の省力化

遠隔監視による発情・分娩検知自動給餌器・餌寄せロボット 自動搾乳ロボット・搾乳ユニット運搬装置

飼料給与の省力化 搾乳作業の省力化

ビッグデータ

個体識別情報

乳量・乳成分

疾病履歴

人工授精情報

生産関連情報デ
ー
タ
連
携
・共
有

最
新
機
械
の
普
及

〇 生産者が、「全国版畜産クラウド」を介し、経営改善に有用な情報をｽﾏｰﾄﾌｫﾝ等で簡単に見える仕組みを作る。

〇 民間クラウドも「全国版畜産クラウド」の情報を取り込めるよう、連携するシステムを作る。

《 2020までに今後更に進めること》

労
働
時
間
の
削
減
・生
産
性
の
向
上

全国版畜産クラウドシステム
による一元集約化

疾病の早期発見、予防
など高度な経営アドバイ
スを受けることが可能。

民間クラウド＋ＡＩ
最終的に目指す姿

平成30年３月７日 「未来投資会議構造改革徹底推進会合「地域経済・インフラ」会合（農林水産業）(第８回)」配布資料より抜粋

畜産ICTに関する政府の計画等

令和元年６月７日農林水産業・地域の活力創造本部（本部長：内閣総理大臣） 「農業新技術の現場実装推進プログラム」より抜粋
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主な協議会所属メンバー
農業・食品産業技術総合研究機構
（独）家畜改良センター
（独）農畜産業振興機構
（公社）中央畜産会
（公社）日本食肉格付協会
（公社）全国農業共済協会
（公社）全国和牛登録協会
（一社）全国肉用牛振興基金協会
（一社）日本草地畜産種子協会
（一社）日本ホルスタイン登録協会
（一社）家畜人工授精師協会
乳用牛群検定全国協議会
日本飼料工業会
（一社団）日本科学飼料協会
（公社）北海道酪農検定検査協会

データ集約と分析・指導

〇 全国的にデータを収集する「全国版畜産クラウド」を2018年から運用開始。今後機能の拡充、参加農家・団体の拡充を
図る方針。
〇 集めたビッグデータを用いて普及員・獣医師等による現場での経営指導が円滑に行えるような、データの分析手法等の
開発、アドバイザリー体制の整備が将来的に必要。

（支援者）
普及員、獣医師等

https://www.lcn00.liaj.jp/chikusan-cloud/

（生産者）

データベース

利用者登録

情報提供同意システム

全国版畜産クラウドシステム
事業実施主体（システム管理主体）

（一社）家畜改良事業団

全国版畜産クラウドシステム推進協議会

コ
ン
バ
ー
タ
ー

システム推進協議会メンバー
（生産者団体等）から生産関連情報共有【調整中】

・個体識別情報 【接続済】

・乳量・乳成分情報 【接続中】

・人工授精情報 【20年度一部接続予定】

・疾病履歴情報 等

WAGRIとの連携
・農地関連情報 等

ビッグ
データの
分析や
経営へ
の活用
【2019年～】

民間クラウド
データベース

民間クラウド
データベース

（生産者）

（生産者）

＜全国データベース構築＞
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ビックデータ
分析

情報の集約等による農家のメリット

〇 情報の集約により、牛の移動履歴や乳量・乳成分といった様々な情報の一元的利用が可能。
〇 複数農家の情報を集約・分析することで、各農家は類似飼養規模別・地域別といった単位との比較が可能となり、自らの
立ち位置を把握することで改善すべき点の分析も可能。

【課題】現在、情報を収集・活用するには
（１）各情報を所有する機器や団体等から個別に収集。
（２）紙媒体での情報もあり、分析等の活用が難しい。
（PCで閲覧可能でも複数アプリが必要 等）

（３）データの連動や比較による経営分析等が難しい。

牛の移動履歴

団体A 機械B 機械C 獣医師D 団体E

乳量・乳成分

人工授精 血統情報

（１）情報が一元化し、各情報の一括入手が可能に。
（２）データとしての入手が可能となり、情報の活用が容易に。
（３）様々なデータの比較検討により、経営分析等が容易に。
⇒ 農家単位・牛単位で生産性の向上へ寄与。

疾病履歴

情報の集約により

例）乳牛１頭当たり乳量：
‘12年度 9,010kg → 16年度 10,008kg

情報元

【事例】
デンマークではデータ集約・活用の効果もあり、生産性が向上

農家単位・牛単位で
生産性向上

情報の集約

分かりやすい助言

全国版
畜産クラウド

情報の接続

（現状）

（同時期の我が国は8,154kg→8,522kg）
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全国畜産縦断いきいきネットワーク事務局HPより

畜産における女性ネットワーク事例
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○畜産分野等の主な取組

薬剤耐性対策アクションプランの概要

➢ 生産者・獣医師等への普及啓発や獣医学部学生への教育を実施

➢ 薬剤耐性菌の監視・動向調査の強化

➢ 細菌感染症を予防する動物用ワクチンの開発支援

➢ 抗菌剤の使用を必要最小限とする指導等の取組を更に強化

➢ 養殖業者が抗菌剤を購入する際に、獣医師、魚類防疫員等の専門家の使用指導
書がないと養殖業者が抗菌剤を購入できない仕組みを導入

➢ 国際機関（OIE等）を通じたアジア地域における国際協力の推進

薬剤耐性対策アクションプラン（2016.4.5関係閣僚会議決定）

内容：WHOの国際行動計画を踏まえ、関係省庁・関係機関等がワンヘルス・アプローチの
視野に立ち、協働して５年間（2016～2020）に取り組むべき対策をまとめたもの

構成：次の６つの分野の目標ごとに、戦略や具体的な取組等を盛り込む
①普及啓発・教育 ②動向調査・監視 ③感染予防・管理
④適正使用 ⑤研究開発・創薬 ⑥国際協力
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